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季節性インフルエンザワクチンの供給について 

 

 

今般、標記の件につきまして、厚生労働省医政局経済課長、健康局健康課長、健康局

結核感染症課長より各都道府県衛生主管部（局）長宛通知がなされ、本会に対して別添

の周知協力方依頼がありました。 

同通知では、今冬のインフルエンザシーズンのワクチンの製造予定量は、令和元年７

月３１日時点における見込みで、約 2,951 万本（１ｍL を１本に換算）としており、こ

れは平成２８年度以降、最も多い供給量であり、近年の使用量等から、ワクチンを適切

に使用すれば、不足は生じない状況と考えられるとしております。 

また、ワクチンの効率的な使用と安定供給を推進するため、医師が特に必要と認める

場合を除き、１３歳以上の者が接種を受ける場合には１回注射を徹底すること、医療機

関等がワクチンの予約・注文を行う場合には、必要量に見合う量のワクチンを購入する

こと等を求めております。 

なお、昨シーズンにおいてもワクチンの返品が見受けられたことから、厚生労働省は

ワクチンの返品状況を把握するための情報収集を行う予定であり、シーズン終盤にワク

チンを返品した医療機関等について公表することがあるとしております。 

今後、ワクチンの需給が逼迫する事態が発生した場合には、必要に応じて、安定供給

対策の実施等について協力を依頼するとしております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区医

師会、関係医療機関等に対する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 
















